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消費税引上げ分を償還財源とするつなぎ公債（年金特例公債）の発行により確保さ

れる財源を活用して、基礎年金国庫負担割合２分の１の維持を図る。 

 

 

 

 

 

 

（１）紙台帳とコンピュータ記録との突合せの促進          ４５２億円（６６０億円） 
被保険者の方々について、紙台帳などとコンピュータ上の年金記録の突合せを全件

行うとともに、平成 24年度中に突合せを終える年金受給者の方々を含め、その結果に

ついて必要なお知らせなどを進める。 

 

（２）ねんきんネットを活用した年金記録の確認・記録問題の再発防止 

                ２１億円（２２億円） 

年金記録をより手軽に確認できるよう、ねんきんネットを活用した「e－年金通帳」

を開始するとともに、スマートフォンでの利用を可能にするなどの充実を図る。また、

インターネットを活用できない方のために、「e－年金通帳」の印刷交付サービスなど

を推進する。 

また、被保険者の方々などの届書や年金記録の正確性を確保し、新たな記録問題の

発生を防ぐため、ねんきんネットを活用して届書作成を支援するなど、機能の充実を

図る。 

 

２ 年金記録問題への取組              ７３７億円（９４４億円） 

 

 

第５ 信頼できる年金制度に向けて 

公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットであり、持続可能で

安心できる年金制度の構築に向け、基礎年金国庫負担２分の１を維持する。また、国家プロ

ジェクトである年金記録問題の解決に向けた取組を進める。 

１ 持続可能で安心できる年金制度の運営 

１０兆７，５２５億円（８兆９４５億円） 
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※ 平成 25年１月より、未だ持ち主が見つかっていない記録について、ねんきんネッ

トでの検索ができるようにするとともに、市町村・郵便局などの協力を得て、年金

記録の確認を呼びかけるキャンペーンを推進する。 

 

（３）その他必要な記録問題対策の推進など            ２６４億円（２６２億円） 

厚生年金基金の加入員記録と厚生年金の被保険者記録との突合せや基礎年金番号の

重複整理など、記録問題解決に向けた取り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するため、厚生年金保険の未適用事業

所の加入促進対策や、国民年金の保険料納付率を向上させる対策の取組強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構で、国家プロジェクトである年金記録問題の解決に向けた取組を引き

続き促進するとともに、将来の無年金・低年金者の発生を防止するための後納制度の

円滑な実施、サービスの質の更なる向上や相談体制の拡充を行い、効率的かつ公正透

明な事業運営に取り組む。 

 

※ 過去の年金国庫負担繰り延べの返済、年金保険料の事務費への充当の解消については、

予算編成過程で検討する。 

 

  

４ 日本年金機構が行う公的年金事業に関する業務運営 

（一部前述・上記（２・３）参照）     ３，２６２億円（３，３７５億円） 

３ 厚生年金保険や国民年金の適用・保険料収納対策の取組強化 

３７億円（８．９億円） 
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厚生年金保険や国民年金の適用・保険料収納対策の取組強化 

                               ３７億円（８．９億円） 
 
 
 
 

１．厚生年金保険等の未適用事業所の適用促進対策           
25.4 億円（5.0 億円） 

   
① 外部委託により、文書・電話・訪問による加入勧奨 

10.0 億円（3.9億円） 
 

② 重点加入指導を行い、それでもなお適用に応じない事業所に対しては、立入検査
のうえ職権による適用を行う 

15.4 億円（1.1億円） 
 

  目標： 
平成２３年度末時点で把握している未適用事業所（２４．６万事業所）を３年以内

に半減する 
   
 
 
２．国民年金の保険料収納対策 

11.3 億円（3.9 億円） 
 
 

① 特別催告状の送付及び戸別訪問の納付督励等による徴収業務の取組強化 
7.2 億円（－） 

   
② 最終催告状の送付等 

4.1 億円（3.9億円） 
 
目標： 

○平成２５年度の最終納付率の伸び率 
平成２３年度現年度納付率から＋6.5 ポイントを確保する 

○免除の獲得 
前年所得に基づく免除勧奨対象者等について、次年度夏までに、少なくともその

半数を免除等に結びつける 
 
 

※ （  ）内は 24年度予算額 

 


